
 

 

様式第４号（第１５条関係）  

 

会  議  録  

 

１ 附属機関等の会議の名称  

令和５年第３回美里町国民健康保険運営協議会  

 

２ 開催日時  令和５年１１月２２日（水） 午後１８時５６分から  

午後２０時００分まで  

 

３ 開催場所  美里町役場本庁舎 ３階会議室  

 

４ 会議に出席した者  

 （１）委員  

    大森俊雄委員（公益代表）、大場淳夫委員（公益代表）、野田清一委員（保険医

代表）、菅原隆司委員（被保険者代表）、千田優子委員（被保険者代表）  

 （２）事務局  

    町民生活課長  阿部伸二、町民生活課課長補佐兼係長 佐藤千賀子  

主幹兼係長 堀田修一、主事 中村紋歌、主事 工藤俊樹  

税務課長 寒河江克哉、主幹兼係長 早坂晴美  

健康福祉課 技術主査 及川沙希  

    会議に欠席した者  

渡邉雅光委員（公益代表）、矢野英史委員（保険医代表）、佐藤諒委員（保険医

代表）、齋藤惇子委員（被保険者代表）  

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  

 （１）議 題   美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について  

令和５年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて  

令和５年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）に

ついて  

第３期データヘルス計画・第４期特定健康審査等実施計画（案）に

ついて  

美里町国民健康保険の運営について  

 （２）会議の公開・非公開の別  公開  



 

 

６ 非公開の理由  

  該当なし  

 

７ 傍聴人の人数  

  ０人  

 

８ 会議資料  

 ・美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（資料１）  

 ・美里町国民健康保険税条例新旧対照表（資料２）  

 ・美里町国民健康保険特別会計補正予算（資料３、資料４）  

 ・美里町国民健康保険第３期データヘルス計画（案）・第４期特定健康診査等実施計

画（案）概要版（資料５－１）  

 ・美里町国民健康保険第３期データヘルス計画（案）・第４期特定健康診査等実施計

画（案）（資料５－２）  

 ・美里町国民健康保険の運営について（資料６）  

 

９ 会議の概要  

 （１）議題の審議結果又は今後の対応  

    審議事項について、原案のとおり承認、町長へ答申。  

 

 （２）詳細な意見（発言者氏名及び発言内容の記録（要点筆記））  

【 会議の概要 】  

 午後１９時５６分開会。大森会長挨拶。議長を会長の大森俊雄委員が行う。

会議録署名委員は、大場委員、千田委員が行う。町長より諮問を受けた。  

 

 ◯大森会長：町長より諮問を受けました、美里町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について、審議に入ります。事務局より説明願います。  

 ◯早坂主幹兼係長：（資料説明）。  

◯大森会長：ただいま説明のありました、美里町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について、質問ございませんか。では私から質問します。国民健康保険税の

医療均等額の特例を令和５年度までとするとのことですが、これは新型コロナウ

イルスが５類に指定されたため均等割り額を戻すということでよろしいでしょう

か。また、令和６年度以降については、均等割り額の減額はなくなるということよ

ろしいでしょうか。  

◯早坂主幹兼係長： 均等割り額の特例はなくなりますが、それに変えまして未就学

児の均等割り額の特例を１８歳までに引き上げます。これまでは、すべての世代の  



 

 

被保険者を対象にした軽減を実施しておりましたが、令和６年度以降につきまし 

ては、子どもたちを中心とした軽減に切り替えていきます。  

 ◯大森会長：今回の改正は、国の施策に伴う条例の改正ということでしょうか。  

◯早坂主幹兼係長： 国の施策によって改正するものは、産前産後期間の所得割額及

び均等割り額の減額となります。また、令和４年度から実施している未就学児の均

等割り額の５割軽減分に関しましては、国の施策によるものとなります。  

◯大森会長：国の施策ということは、軽減分については交付金で補填されますか。  

◯堀田主幹兼係長：そのとおりです。  

◯大森会長：わかりました。他に質疑ありませんか。  

   （なしの声）  

◯大森会長：美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のと  

おり承認してよろしいでしょうか。  

◯委員一同：はい。  

 ◯大森会長：美里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のと

おり承認することに決しました。  

◯大森会長：続いて、令和５年度美里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて、事務局より説明願います。  

◯堀田主幹兼係長：（資料説明）   

◯大森会長： ただいま説明のありました、令和５年度美里町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）について、質問ございませんか。  

◯堀田主幹兼係長：私から本審議会の概要について御説明させていただきます。別

紙、概要をご覧ください（資料の説明）。  

◯大森会長：ありがとうございました。これをもちまして、本日予定の議事の一切を

終了いたします。大変お疲れ様でございました。  

 

 上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。  

  令和５年  月  日  

会 長              

 

委 員              

 

委 員              


